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「医師、歯科医師、保健師、助産師及び看護師等の免許等の申請について」の

一部改正について（訂正通知） 

 

 

「医師、歯科医師、保健師、助産師及び看護師等の免許等の申請について」

は、令和元年 12 月 18 日付け（医政発 1218 第 7 号厚生労働省医政局長通知)で

一部改正の通知を発出しているが、改正内容に一部誤りがあったため、訂正し

たものを再度通知します。 

貴職におかれては、訂正内容を御了知の上、事務の実施にあたっては遺漏な

きようよろしくお願いします。 

 

（訂正内容） 

医師法施行規則第３条の３及び歯科医師法施行規則第３条の３に基づく届

け出は厚生労働省に直接提出するものであるため、「第四 精神の機能の障

害を有する状態となり業務の継続が著しく困難になったときの届け出につい

て」を削除 

 


